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○介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準 

(平成二十四年三月二日) 

(厚生労働省告示第七十一号) 

 

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第二項の規定に基づき、

介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成十八

年厚生労働省告示第二百十九号)の全部を次のように改正し、平成二十五年四月一日から適用する。

ただし、同日前に開始された研修については、なお従前の例によることができる。 

 

介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準 

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第二項に規定する厚生

労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる課程の区分に応じて当該各号に定める基準とする。 

 

一 介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程 介護に

従事する職員が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として、別表第一の課程に

より行われるものであること 

二 介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する生活援助従事者研修課程 生活援

助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別

表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注 3に規定する生活援助をいう。)が中心

である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年

厚生省令第三十七号)第四条に規定する指定訪問介護をいう。)に従事する職員が行う業務に関す

る知識及び技術を習得することを目的として、別表第二の課程により行われるものであること 

(平三〇厚労告一八四・全改) 

改正文 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八四号) 抄 

平成三十年四月一日から適用する。 
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別表第一(第一号関係) 

(平三〇厚労告一八四・旧別表・一部改正) 

区分 科目 時間数 備考 

講義及び演

習 

職務の理解 六 講義と演習を一体で

実施すること。 

必要に応じて、施設の

見学等の実習を活用

すること。 

介護における尊厳の保持・自立支援 九 講義と演習を一体で

実施すること。 介護の基本 六 

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 九 

介護におけるコミュニケーション技術 六 

老化の理解 六 

認知症の理解 六 

障害の理解 三 

こころとからだのしくみと生活支援技術 七五 講義と演習を一体で

実施すること。 

介護に必要な基礎的

知識の確認及び生活

支援技術の習得状況

の確認を行うこと。 

振り返り 四 講義と演習を一体で

実施すること。 

必要に応じて、施設の

見学等の実習を活用

すること。 

合計 一三〇   

(注) 右記とは別に、筆記試験による修了評価(一時間程度)を実施すること。 
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別表第二(第二号関係) 

(平三〇厚労告一八四・追加) 

区分 科目 時間数 備考 

講義及び

演習 

職務の理解 二 研修修了者が行う職務の範

囲について理解するために

必要な内容を含めること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

必要に応じて、施設の見学等

の実習を活用すること。 

  介護における尊厳の保持・自立支援 六 介護職が、利用者の尊厳と自

立を支える専門職であるこ

とを自覚し、介護・福祉サー

ビスを提供するに当たって

の基本的視点等を理解する

ことを目的とすること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

  介護の基本 四 利用者の介護に当たり、介護

職としての倫理、生じるリス

クを十分に理解した上で介

護を行うことの必要性及び

緊急時の対応を理解するこ

とを目的とすること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

  介護・福祉サービスの理解と医療との連携 三 介護保険制度や障害福祉制

度を担う一員として最低限

知っておくべき制度の目標

及びサービス利用の流れに

ついて、その概要を理解する

ことを目的とすること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

  介護におけるコミュニケーション技術 六 サービス提供の際に必要と

なる観察、記録及び報告を含

めたチームでのコミュニケ
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ーションの方法を理解する

ことを目的とすること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

  老化と認知症の理解 九 加齢・老化に伴う心身の変化

及び疾病並びに認知症の利

用者を支援する際の基本的

な視点を理解することを目

的とすること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

  障害の理解 三 障害の概念及び国際生活機

能分類並びに障害福祉の基

本的な考え方について理解

することを目的とすること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

  こころとからだのしくみと生活支援技術 二四 介護技術の根拠となる人体

の構造及び機能に関する知

識を習得し、生活援助が中心

である指定訪問介護の安全

な提供方法等を理解するこ

とを目的とするとともに、そ

の習得状況を確認すること。 

講義と演習を一体で実施す

ること。 

移動・移乗に関連した実習を

二時間実施すること。 

  振り返り 二 講義と演習を一体で実施す

ること。 

必要に応じて、施設の見学等

の実習を活用すること。 

合計 五九   

(注) 右記とは別に、筆記試験による修了評価(三十分程度)を実施すること。 

 


